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平成２５年度包括外部監査結果報告書の訂正について 

 

 

平成２６年７月２５日付けで、平成２５年度の包括外部監査人である小森泰邦氏より、

平成２６年３月２７日に提出した平成２５年度包括外部監査結果報告書を、下記のとおり

訂正したい旨、長崎県監査委員に申し出がありましたのでお知らせします。 

 

記 

 

１．「指摘事項」としていた検出事項を、「意見」として訂正する事項 

 

（１）観光振興課 

監査テーマ 【第一テーマ】平成２３年度包括外部監査の措置状況等の検証について 

項目名 （８）歴史文化を活かした地域提案型観光創出事業補助金について 

訂正対象  ④特定財源の計上による補助金の金額について（指摘）P144 

訂正理由  「指摘事項」として取扱うべき特定財源の存在に関する疑義があると整理

していましたが、根拠として不十分と判断したため「意見」としました。 

 

（２）観光振興課 

監査テーマ 【第一テーマ】平成２３年度包括外部監査の措置状況等の検証について 

項目名 （９）21 世紀まちづくり推進総合補助金について 

訂正対象  ②実績報告書等の信ぴょう性について（松浦市）（指摘）P145 

訂正理由  当該事務処理誤りについて、その重要性を再検討し、「意見」が相当と判

断しました。 

 

（３）物産ブランド推進課 

監査テーマ 【第一テーマ】平成２３年度包括外部監査の措置状況等の検証について 

項目名 （３）長崎俵物販売促進ＰＲ事業費補助金について 

訂正対象 （ⅱ）創出協議会の収支決算書が作成されていない点について（指摘）P181 

訂正理由  水産加工･流通室において同様の検出事案があり、ここでは「意見」とし

ているため「指摘事項」から「意見」としました。 

 

（４）産業振興課 

監査テーマ 【第一テーマ】平成２３年度包括外部監査の措置状況等の検証について 

項目名 （９）東京産業支援センター管理運営費負担金について 

訂正対象  ②いわゆる「設置管理条例」のバラつきについて（指摘）P240 

訂正理由  指定管理者による使用料の減免又は免除を規定する条文間に「知事の承認

を得て」行うか否かという権限の相違が見られる点に着目し「指摘事項」と

しましたが、相違はあっても条文自体に誤りはないため「意見」としました。 
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（５）水産加工･流通室 

監査テーマ 【第一テーマ】平成２３年度包括外部監査の措置状況等の検証について 

項目名 （４）新生水産県ながさき総合支援事業費補助金について 

訂正対象  ②交付決定通知書の遅延について（指摘）P316 

訂正理由  当該事業における市町を介した間接補助事業者への事務の流れについて、

県において確認する手続きがあり、事業実施経過報告も受けている状況にあ

って、当事案では県の確認手続きが不十分であったため「指摘事項」として

おりましたが、間接補助事業であり県の役割からは事業の効率的遂行を求め

ることに留め、「意見」として整理すべきと判断しました。 

 

（６）農政課、農山村対策室 

監査テーマ 【第二テーマ】委託契約に関する財務事務の検証について 

項目名 （２）次世代農業実証事業現地推進業務委託について 

訂正対象  ⑤計画的な支出に係る指導について（指摘）P327 

訂正理由  各々の事業年度の年度末近辺に支出された経費について、事業関連性が低

いものとして「指摘事項」としておりましたが、当該事案は年々年度末近辺

の支出件数や額も縮小しており、表題の通り、委託先への指導を求めること

で監査の目的が果たせると判断し、「意見」としました。 

 

２．意見の削除 

 

（１）農地利活用推進室 

監査テーマ 【第一テーマ】平成２３年度包括外部監査の措置状況等の検証について 

項目名 別記２ 長崎県振興公社について 

（１）前回監査についての再検討について 

訂正対象  ①公益認定の条件である「収支相償」規定の充足について（意見）P379 

訂正理由  前回監査からの再検討事項として取り上げましたが、内容に公益認定等委

員会の所管に触れる記載があったため、包括外部監査の監査対象の範囲にて

らし、当該意見を削除することが適当と判断しました。 

以 上 
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